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令 和 元 年 度 答 申 第 ５ ５ 号 

令和元年１２月１６日 

 

諮問番号 令和元年度諮問第４６号、４７号、４８号（令和元年１１月５日諮問） 

審 査 庁 厚生労働大臣 

事 件 名 特定中国残留邦人等に対する一時金支給申請却下処分に関する件３件 

 

答  申  書 

 

審査請求人Ｘ１、同Ｘ２及び同Ｘ３からの各審査請求に関する上記審査庁の各諮問

に対し、次のとおり答申する。 

 

結     論 

 

本件各審査請求は棄却すべきであるとの各諮問に係る審査庁の判

断は、いずれも妥当である。 

 

理     由 

 

第１ 事案の概要 

本件は、審査請求人Ｘ１、同Ｘ２及び同Ｘ３が、厚生労働大臣（以下「処分庁」

という。）に対し、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号。以下「中国残留邦人等自立支援法」という。）１３条３項の規定に基づき、

それぞれ一時金の支給申請（以下「本件各申請」という。）をしたところ、処

分庁が、審査請求人らは同条に規定する特定中国残留邦人等とは認められない

として、本件各申請を却下する処分（以下「本件各却下処分」という。）をし

たことから、審査請求人らがこれを不服としてそれぞれ審査請求をした事案で

ある。 

１ 関係する法令等の定め 

⑴ 中国残留邦人等自立支援法１３条３項は、国は、中国残留邦人等のうち、

特定中国残留邦人等に対し、一時金を支給すると規定している。 

中国残留邦人等自立支援法は、「中国残留邦人等」とは、中国の地域に
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おける昭和２０年８月９日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げるこ

となく同年９月２日以前から引き続き中国の地域に居住している者であっ

て同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの及びこれらの

者を両親として同月３日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に

居住している者等をいい（２条１項）、「特定中国残留邦人等」とは、永

住帰国した中国残留邦人等（明治４４年４月２日以後に生まれた者であっ

て、昭和３６年４月１日以後に初めて永住帰国し、永住帰国した日から引

き続き１年以上本邦に住所を有する者に限る。）であって、昭和２１年１

２月３１日以前に生まれたもの（同日後に生まれた者であって同日以前に

生まれた永住帰国した中国残留邦人等に準ずる事情にあるものとして「厚

生労働省令で定める者」を含み、６０歳以上の者に限る。）をいうと規定

している（１３条１項、２項）。 

⑵ 上記⑴の「厚生労働省令で定める者」については、中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支

援に関する法律施行規則（平成６年厚生省令第６３号。以下「中国残留邦人

等自立支援法施行規則」という。）１３条の２が、昭和２２年１月１日以後

に生まれた永住帰国した中国残留邦人等（永住帰国した日から引き続き１年

以上本邦に住所を有するものに限る。）であって、その生まれた日以後中国

の地域等においてその者の置かれていた事情に鑑み、明治４４年４月２日か

ら昭和２１年１２月３１日までの間に生まれた永住帰国した中国残留邦人等

に準ずる事情にあるものとして「厚生労働大臣が認めるもの」とすると規定

している。 

⑶ 上記⑵の「厚生労働大臣が認めるもの」については、平成２０年５月９日

に厚生労働省社会・援護局が策定した「昭和２２年１月１日以後に生まれた

永住帰国した中国残留邦人等による「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」

第１３条第３項の一時金の支給申請に係る事務処理方針」（平成２７年１月

１６日の第３次改正後のもの。以下「本件事務処理方針」という。）が、

「昭和２５年以降に出生した者」は、「ソ連参戦以後の引揚困難事由の影響

により、引き続き残留を余儀なくされたものと認められる者であること。」

が必要であると定めている。 

 ２ 事案の経緯 

各項末尾掲記の資料によれば、本件の経緯は、以下のとおりである。 
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⑴ 審査請求人らの父のＦ（以下「父Ｆ」という。）は、昭和１５年２月２

８日、Ｇ（中国国籍。以下「母Ｇ」という。）と中国の方式により婚姻を

した。母Ｇは、父Ｆとの婚姻により、日本の国籍を取得した。 

（戸籍謄本（筆頭者：Ｆ）） 

⑵ 父Ｆと母Ｇとの間に、昭和１６年ａ月ｂ日に長女のＨ（以下「長女Ｈ」

という。）が、昭和１９年ｃ月ｄ日に二女のＩ（以下「二女Ｉ」という。）

が、昭和２２年ｅ月ｆ日に三女のＪ（以下「三女Ｊ」という。）が、昭和

２６年ｇ月ｈ日に四女のＸ１が、昭和２８年ｉ月ｊ日に五女のＸ２が、昭和

３１年ｋ月ｌ日に六女のＸ３が、昭和３５年ｍ月ｎ日に長男のＫ（以下「弟

Ｋ」という。）が出生した。 

    なお、父Ｆは、昭和５０年９月１３日に中国Ｏ市で死亡した。 

（戸籍謄本（筆頭者：Ｆ）、Ｘ１らの就籍許可審判） 

⑶ Ｘ１は平成６年８月３日に、Ｘ２は平成４年８月７日に、Ｘ３は平成６年８

月１２日に、それぞれ初めて永住帰国した。 

なお、母Ｇは平成４年８月７日に、長女Ｈは平成１２年８月８日に、二

女Ｉは昭和６２年１２月４日に、三女Ｊは平成７年４月１４日に、弟Ｋは

平成４年８月７日に、それぞれ初めて永住帰国した。 

   （Ｘ１に係る永住帰国した中国残留邦人等であることの証明書、Ｘ２に係る

永住帰国した中国残留邦人等であることの証明書、Ｘ３に係る永住帰国し

た中国残留邦人等であることの証明書、母Ｇに係る永住帰国した中国残留

邦人等であることの証明書、長女Ｈに係る永住帰国した中国残留邦人等で

あることの証明書、二女Ｉに係る永住帰国した中国残留邦人等であること

の証明書、三女Ｊに係る永住帰国した中国残留邦人等であることの証明書、 

弟Ｋに係る永住帰国した中国残留邦人等であることの証明書） 

⑷ 処分庁は、平成２０年３月２８日付けで母Ｇ、長女Ｈ及び二女Ｉに対

し、同年５月２９日付けで三女Ｊに対し、それぞれ一時金を支給する決定

をした。 

 （母Ｇに係る支給決定通知書、長女Ｈに係る支給決定通知書、二女Ｉに係る

支給決定通知書、三女Ｊに係る支給決定通知書） 

⑸ Ｘ１は平成２７年２月５日に、Ｘ２は平成２９年３月８日に、Ｘ３は平成３

０年２月２６日に、処分庁に対し、それぞれ一時金の支給申請（本件各申

請）をした。 

（Ｘ１に係る特定中国残留邦人等に対する一時金申請書、Ｘ２に係る特定中国
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残留邦人等に対する一時金申請書、Ｘ３に係る特定中国残留邦人等に対す

る一時金申請書） 

⑹ 処分庁は、平成３０年７月１８日付けの各却下通知書により、審査請求

人らに対し、本件各却下処分をした。 

なお、上記各却下通知書には、「法（注：中国残留邦人等自立支援法）

第１３条に定める「特定中国残留邦人等」とは認められないため。」との

理由が付されていた。また、上記各却下通知書に添付された審査請求人ら

を名宛人とする各書面には、「法（注：中国残留邦人等自立支援法）第１

３条第３項に定める一時金の支給を受けるためには、昭和２５年１月１日

以後に出生した方については、ソ連参戦以後の引揚困難事由（留用、中国

内戦、中国政府による帰国の不許可など）の影響により、引き続き残留を

余儀なくされたものと認められなければなりません。あなたは、父：Ｆ

様、母：Ｇ様の四女（注：Ｘ１宛ての書面。Ｘ２宛ての書面では「五女」、

Ｘ３宛ての書面では「六女」）として昭和２６年ｇ月ｈ日（注：Ｘ１宛ての

書面。Ｘ２宛の書面では「昭和２８年ｉ月ｊ日」、Ｘ３宛ての書面では「昭

和３１年ｋ月ｌ日」）に中国で出生し、両親に養育されていました。あな

たの両親の残留状況は、ソ連参戦以後の引揚困難事由の影響により、引き

続き中国の地に残留することを余儀なくされたものであったとは認められ

ず、よってあなたは、「昭和２１年１２月３１日以前に生まれた永住帰国

した中国残留邦人等に準ずる事情があるもの」とは認められませんので却

下となったものです。」との記載がされていた。 

（Ｘ１に係る却下通知書、Ｘ２に係る却下通知書、Ｘ３に係る却下通知書） 

⑺ Ｘ１は平成３０年９月１９日に、Ｘ２は同月１３日に、Ｘ３は同月４日に、

審査庁に対し、本件各却下処分を不服としてそれぞれ審査請求をした。 

（各審査請求書） 

⑻ 審査庁は、令和元年１１月５日、当審査会に対し、本件各審査請求はい

ずれも棄却すべきであるとして諮問をした。 

（各諮問書、各諮問説明書） 

３ 審査請求人らの主張の要旨 

父Ｆは、ソ連参戦の影響により、やむなく中国に残留をせざるを得なかっ

たのであるから、本件各却下処分の取消しを求める（なお、Ｘ３は、審査請求

人らが中国語で書いた「審査請求書」と「反論書」の審査庁による日本語訳

は正確でないとして、令和元年１１月２０日付け書面（同月２５日受付）を
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もって、当審査会に対し、上記「審査請求書」と「反論書」の審査請求人ら

による日本語訳を提出した。Ｘ２も、当審査会に対し、同月２０日付け書面

（同年１２月２日受付）を提出し、Ｘ３と同じ主張をしている。Ｘ１は、当審

査会に対し、同年１１月２４日付け書面（同月２８日受付）を提出したが、

同書面が中国語によるものであったため、同書面を返送するとともに、日本

語訳を添付して再提出するよう求めたところ、同年１２月５日、日本語訳を

添付しないまま、同書面が再提出された。）。 

第２ 諮問に係る審査庁の判断 

１ 特定中国残留邦人等の意義について 

  本件事務処理方針は、中国残留邦人等自立支援法施行規則１３条の２に規

定する「厚生労働大臣が認めるもの」に該当する要件として、「昭和２５年

以降に出生した者」については、「ソ連参戦以後の引揚困難事由の影響によ

り、引き続き残留を余儀なくされたものと認められる者であること。」が必

要であると定めている。この要件に該当するのは、⑴ソ連軍が参戦したこと

による直接の影響として生じた混乱の下において、本邦に引き揚げることな

く引き続き中国の地域に居住することを余儀なくされた者及び⑵ソ連軍が日

本人の本国送還について何らの措置を採らないまま撤退したことによる影響、

国民政府軍又は中国共産党軍による留用による影響、中国の内戦による影響、

集団引揚げ以外の個別引揚げが中国政府による帰国の不許可などにより困難

であったことによる影響などの下において、これに起因して、本邦に引き揚

げることなく引き続き中国の地域に居住することを余儀なくされた者である

と解される。 

  なお、ある者が「ソ連参戦以後の引揚困難事由の影響により、引き続き残

留を余儀なくされたものと認められる者」に該当するか否かを判断する際に

は、当該者を養育していた両親の事情も考慮する。 

２ 審査請求人らが特定中国残留邦人等に該当するか否かについて 

審査請求人らは、⑴父Ｆは、車両修理の技術を有していたため、中国政府

により留用されて日本に帰国することができなかったと主張するほか、⑵父

Ｆは、文化大革命で日本のスパイであるとの嫌疑をかけられ、公安によって

逮捕されて１年近く拘留されたため、日本への帰国の許可がされなかったと

主張するが、審査請求人らは、これらの主張を客観的に裏付ける証拠書類を

何ら提出していないから、父Ｆについてソ連参戦以後の引揚困難事由があっ

たと認定することはできない。 
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また、審査請求人らは、母Ｇが書き残したという経過書（以下「母Ｇの経

過書」という。）を提出して、父Ｆが、終戦時、Ｐ地に出張派遣されていて、

Ｑ地における帰国受付に間に合わなかったと主張するが、母Ｇの経過書は、

審査請求人らの両親の婚姻、審査請求人らを含む子供の出生、日本への帰国

について記載したものにすぎず、父ＦのＰ地への出張派遣時期、帰国受付の

方法、期間等については何ら記載していないから、父Ｆが帰国受付に間に合

わなかったことを立証する根拠資料とすることは到底できない。 

さらに、審査請求人らは、父Ｆの在中国日本大使館宛て手紙（昭和４８年

１２月２５日付け。以下「父Ｆの日本大使館宛て手紙」という。）を提出し

て、父Ｆは、中国籍にならなかったために旅券の発行が不許可となり、日本

に帰国することができなかったと主張するが、父Ｆの日本大使館宛て手紙は、

父Ｆが、日中国交回復を受け、日本への一時帰国を希望していたこと、日本

国籍を有する者が中国に居住するために必要な日本人居民の証明書が発行さ

れないことを危惧し、在中国日本大使館に対し、同大使館への出入許可証と

日本人であることの証明の発行を要望したものと解するのが相当であり、中

国政府による帰国の不許可があったと解することはできないから、父Ｆの日

本大使館宛て手紙をもって、父Ｆについてソ連参戦以後の引揚困難事由があ

ったと認定することはできない。 

以上によれば、父Ｆは、ソ連参戦以後の引揚困難事由の影響により、引き

続き残留を余儀なくされたものとは認められないから、父Ｆに養育された審

査請求人らは、特定中国残留邦人等に該当しない。 

３ したがって、本件各却下処分は適法かつ正当であり、本件各審査請求は理

由がないから棄却すべきである。 

なお、審理員意見書も、以上と同旨の理由を述べた上で、本件各審査請求

は理由がないから棄却すべきであるとしている。 

第３ 当審査会の判断 

１ 本件諮問に至るまでの一連の手続について 

本件各審査請求から本件各諮問に至るまでの一連の手続について、特段違

法又は不当と認めるべき点はうかがわれない。 

２ 本件各却下処分の違法性又は不当性について 

⑴ 中国残留邦人等自立支援法１３条３項の規定に基づき一時金の支給対象

となる特定中国残留邦人等のうち、昭和２２年１月１日以降に生まれた者

については、その生まれた日以後中国の地域等においてその者が置かれた
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事情に鑑み、昭和２１年１２月３１日までに生まれた者に準ずる事情があ

るものとして厚生労働大臣が認める者に限るとされ（同条１項、中国残留

邦人等自立支援法施行規則１３条の２）、これを受けて制定された本件事

務処理方針は、昭和２２年以降に生まれた者のうち、「昭和２５年以降に

出生した者」については、「ソ連参戦以後の引揚困難事由の影響により、

引き続き残留を余儀なくされたものと認められる者」であることが必要で

あるとしている。そして、「ソ連参戦以後の引揚困難事由」とは、国民政

府軍又は中国共産党軍による留用、中国の内戦、中国政府による帰国の不

許可などをいうものとされている（上記第２の１、厚生労働省社会・援護

局援護企画課中国残留邦人等支援室の各都道府県中国残留邦人等支援事業

担当者宛て平成２７年２月１８日事務連絡「「満額の老齢基礎年金等の支

給」のための一時金の認定基準の見直しについて」）。 

そうすると、審査請求人らは、いずれも「昭和２５年以降に出生した者」

である（上記第１の２の⑵）から、本件では、審査請求人らが「ソ連参戦

以後の引揚困難事由の影響により、引き続き残留を余儀なくされたものと

認められる者」であるか否かが問題となる。 

なお、審査請求人らは、当時、いずれも父Ｆと中国籍の母Ｇによって養

育監護されていたから、審査請求人らについて「ソ連参戦以後の引揚困難

事由」があったか否かを判断するには、父Ｆについて「ソ連参戦以後の引

揚困難事由」があったか否かを検討するのが相当である。 

⑵ 審査請求人らの主張と各項末尾掲記の資料によれば、父Ｆが中国に渡っ

てから死亡するまでの経緯は、以下のとおりである。 

ア １９３０年代（昭和５年から昭和１４年までの間）に中国に渡り、Ｐ

地、Ｒ地、Ｔ礦業所（Ｑ地）等の日本企業で勤務した。 

（父Ｆの日本大使館宛て手紙） 

イ 昭和１７年１月２０日、Ｓ海軍軍需工場工員に採用され、同月２９日、

Ｓ海軍一需（注：Ｐ地）に転傭となり、昭和１８年４月頃、現地除隊とな

った。 

（父Ｆの「究明カード」） 

ウ 終戦後は、Ｒ地で生活し、昭和２２年６月頃、友人の紹介でＵ社（注：

自動車会社）に就職した。昭和２５年２月、同公司の移転によりＶ社修理

廠（工場）に転入し、それ以降、Ｏ地で生活した。 

 （父Ｆの日本大使館宛て手紙、Ｘ１の審査請求書（補充材料）、長女Ｈの援
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護企画課宛て手紙） 

エ この間、昭和１９年秋に妹のＬ宛てに来信があって以後、消息不明とな

っていたため、昭和４３年２月８日に戦時死亡宣告の裁判が確定していた

が、昭和４９年１月１３日にＬ宛てに来信があり、生存が確認され、同年

７月７日に失踪宣告取消しの裁判が確定した。 

そして、昭和５０年９月１３日、Ｏ市で死亡した。 

 （父Ｆの「究明カード」、一時帰国往復旅費支給申請書、戸籍謄本（筆頭

者：Ｆ）、Ｘ１らの就籍許可審判） 

 上記の経緯からは、父Ｆが中国政府により留用されたために日本に帰国

することができなかったという事情はうかがわれない。 

⑶ 審査請求人らは、各審査請求書及び各反論書において、父Ｆについて

「ソ連参戦以後の引揚困難事由」があったことは、「母親の「経過書」」

と「父親からＭ宛て書簡」が証拠であると主張し、Ｘ１は、再度の反論書

（平成３１年３月２０日付け）において、「４０数年前に父が私宛に書い

た手紙」と「長姉の手紙」も証拠であると主張している。 

  そこで、これらの資料について検討してみる。 

ア 「母親の「経過書」」 

  これは、母Ｇの経過書のことと思われるが、この資料には、父Ｆとの

婚姻及び７人の子供の出生についての記載のほか、「終戦時に夫がＲ地

からＰ地に出張し、Ｒ地での帰国登録ができず、そのため、夫、自分、

長女、次女の４人がＲ地に残された」との記載がされている。しかし、

一件記録中の父Ｆが書いた手紙（下記イ及びウの手紙のほか、昭和４９

年２月１２日付けのＮ及びＬ宛て手紙、１９７４年（昭和４９年）７月

８日付けのＮ及びＬ宛てと思われる手紙）には、Ｒ地で帰国登録ができ

なかったために日本への帰国ができなかったことに言及した記載は全く

見当たらないから、この資料は、父Ｆについて「ソ連参戦以後の引揚困

難事由」があったことの証拠とはならない。 

イ 「父親からＭ宛て書簡」 

これは、父Ｆの日本大使館宛て手紙のことと思われるが、この手紙には、

日中国交回復以来、自分を含む在華の日本人が待っているのは帰国又は探

親（尋親）の問題である旨の記載、自分の目前の希望は日本への一時帰国

であるので、日本大使館に行きたいが、同大使館への出入許可証がないの

で、自由に同大使館に行くことができない旨の記載及び職場で国籍の選択
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を問われ、「中国に居住する日本人」を選択する届出をしたが、その証明

書が出ないため、自分が日本人である旨の証明書と日本大使館への出入許

可証を発行してほしい旨の記載がされているだけであるから、この手紙も、

父Ｆについて「ソ連参戦以後の引揚困難事由」があったことの証拠とはな

らない。 

ウ 「４０数年前に父が私宛に書いた手紙」 

これは、１９７３年（昭和４８年）９月５日付けの父ＦのＸ１宛て手紙

のことと思われるが、この手紙には、Ｘ１の健康や進学、就職を心配して

いる旨の記載のほか、職場で父Ｆが国籍の選択を問われ、「中国に居住

する日本人」を選択する届出をした旨の記載があり、現在の関心事は、

「１番目は自分の「籍」のこと、２番目はお前がＯ地に戻って進学もし

くは就職するということ、３番目は日本への里帰り、４番目は退職につ

いて。」であるとの記載がされているだけであるから、この手紙も、父

Ｆについて「ソ連参戦以後の引揚困難事由」があったことの証拠とはな

らない。 

エ 「長姉の手紙」 

これは、２０１８年（平成３０年）９月１日付けの長女Ｈの厚生労働省

社会・援護局援護企画課宛て手紙のことと思われるが、この手紙には、Ｒ

地の自宅を離れた後の母Ｇの従兄弟の家での生活状況等の記載に加えて、

父Ｆが「文化大革命中には日本のスパイだと疑われ７ヶ月間も投獄され

た。」との記載がされているが、上記アの一件記録中の父Ｆが書いた手紙

には、日本のスパイだと疑われて投獄されたために日本への帰国ができな

かったことに言及した記載は全く見当たらないから、この手紙も、父Ｆに

ついて「ソ連参戦以後の引揚困難事由」があったことの証拠とはならない。 

⑷ その他、本件に現れた資料を精査しても、父Ｆについて「ソ連参戦以後の

引揚困難事由」があったことを認めるに足りる資料はない。 

かえって、上記⑶のアの一件記録中の父Ｆが書いた昭和４９年２月１２日

付け手紙には、自らの意思に反して中国に残留させられたことをうかがわせ

る記載がないだけでなく、ここ数年来、帰国を希望し、最近、相互に通信が

できて以来、更に帰国の希望が高まった旨の記載や、いずれ退職するつもり

であるが、もしも、一時金の方式で養老金（退職金）が支給されるのであれ

ば、家族全員を連れて帰国するつもりである旨の記載がされているから、こ

れらの記載からは、父Ｆは自らの意思で中国に残留していたものと推認され
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る。 

  そうすると、父Ｆについて「ソ連参戦以後の引揚困難事由」があったとい

うことはできないから、その養育監護の下にあった審査請求人らについて

も「ソ連参戦以後の引揚困難事由」があったということはできず、審査請

求人らは、中国残留邦人等自立支援法１３条に規定する特定中国残留邦人

等に該当しない。 

したがって、本件各却下処分に違法又は不当な点は認められない。 

３ まとめ 

以上によれば、本件各審査請求は理由がないから棄却すべきであるとの各

諮問に係る審査庁の判断は、いずれも妥当である。 

よって、結論記載のとおり答申する。 

 

行政不服審査会 第１部会 

委   員   原           優 

委   員   中 山   ひ と み 

委   員   野 口   貴 公 美 


